
.美味しまね認証等取得支援事業費補助金交付要綱 新旧対照表 
改正後 改正前 

美味しまね認証等取得支援事業費補助金交付要綱 

制  定 令和７年４月３日付け 産支第４号 

一部改正 令和７年５月 31 日付け 産支第 158 号  

 

（第１～第３ 省略） 

 

（補助金の交付申請） 

第４ （省略） 

２ 前項の申請書を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助

金に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方

消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63年法律第 108 号）に規定す

る仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方

税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金

額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ）があり、かつ、

その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らか

でないものについては、この限りではない。 

 

（第５～第６ 省略） 

 

（実績報告） 

第７ （省略） 

２ 事業実施主体は、実績報告を行うにあたっては、当該補助金に係る消

費税等仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額

して報告しなければならない。 

 

（第８から第９まで省略） 

 

美味しまね認証等取得支援事業費補助金交付要綱 

制 定 令和７年４月３日付け 産支第４号 

   （追加） 

 

（第１～第３ 省略） 

 

（補助金の交付申請） 

第４ （省略） 

２ 前項の申請書を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助

金に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方

消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定す

る仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方

税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金

額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ）があり、かつ、

その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

 

（第５～第９ 省略） 

 

（実績報告） 

第７ （省略） 

２ 事業実施主体は、実績報告を行うにあたっては、当該補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これ

を補助金額から減額して報告しなければならない。 

 

（第８から第９まで省略） 



（消費税等仕入控除税額の確定） 

第 10 知事は、第６第２項ただし書の規定による交付の申請がなされた場

合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補

助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定

する際に当該消費税等仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するも

のとする。 

２ 事業実施主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告

により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、知事に仕

入れに係る消費税等相当額報告書（様式第５号）により確定した額を報告

しなければならない。 

３ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の

全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（第 11 省略） 

 

（加算金及び延滞金） 

第 12 事業実施主体は、前条第１項の規定により、補助金の返還を命ぜら

れたとき（第９の第１項第１号に該当して交付の決定が取り消されたこと

により補助金等の返還を命ぜられたときを除く。）は、その命令に係る補

助金等の最後の受領の日（当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額

を超えるときは当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、そ

れぞれの受領の日）から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額（そ

の一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除し

た額）につき年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しな

ければならない。 

２ （省略） 

３ （省略） 

 

（第 13～第 14 省略） 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定） 

第 10 知事は、第６第２項ただし書の規定による交付の申請がなされた場

合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補

助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときに

は、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を

確定するものとする。 

２ 事業実施主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告

により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定し

た場合には、知事に仕入れに係る消費税等相当額報告書（様式第５号）に

より確定した額を報告しなければならない。 

３ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（第 11 省略） 

 

（加算金及び延滞金） 

第 12 事業実施主体は、前条第１項の規定により、補助金の返還を命ぜら

れたとき（第 10 の第１項第１号に該当して交付の決定が取り消されたこ

とにより補助金等の返還を命ぜられたときを除く。）は、その命令に係る補

助金等の最後の受領の日（当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額

を超えるときは当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、そ

れぞれの受領の日）から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額（そ

の一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除し

た額）につき年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しな

ければならない。 

２ （省略） 

３ （省略） 

 

（第 13～第 14 省略） 

 



附 則 この要綱は、令和７年４月３日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和７年５月 31 日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（以下、省略） 

附 則 この要綱は、令和７年４月３日から施行する。 

（追加） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（以下、省略） 

 


